
長岡ニュータウン運動公園基本計画策定及び民間活力導入可能性調査業務委託 
業務仕様書 

 
１ 業務の目的 

長岡ニュータウン運動公園は、災害時における本市の地域防災拠点となる都市公園である

一方、平常時は市の運動施設の拠点であり、平成 21 年から整備を進め、これまでにサッカー

場、屋根付き広場、ソフトボール場、管理棟、トイレ、駐車場などを整備し、運動公園として

の機能を充実してきた。 

本業務は、長岡市（以下「甲」という。）が長岡ニュータウン運動公園の未整備区域の整備

にあたり、野球場２面を含む公園施設の基本仕様を明らかにするとともに、整備・運営に関

して民間の能力を積極的に活用し、より効率的かつ質の高い公共サービスの提供と市財政負

担の軽減及び平準化を図り、早期整備する手法としてＰＦＩ等の民間活力導入の可能性につ

いて、調査するものである。 
 
２ 業務委託名 

長岡ニュータウン運動公園基本計画策定及び民間活力導入可能性調査業務委託  
 
３ 業務の場所 

新潟県長岡市陽光台５丁目ほか 
 
４ 適用 

本仕様書は、本業務の実施に関して必要な事項を甲が定めるとともに、受託者（以下「乙」

という。）が履行しなければならない事項を定めるものである。 
 
５ 業務の履行期間 

契約日から令和５年３月３１日まで 
 
６ 対象事業の概要 

（１） 都市公園名：長岡都市計画区域６・５・３長岡ニュータウン運動公園 
（２） 公園種別：運動公園 
（３） 公園面積 

ア 都市計画決定面積：３４．１ｈａ 
イ 供 用 面 積：１８．４６ｈａ 
ウ 今 回 整 備 面 積：１５．６４ｈａ 

（４） 主な整備施設 
ア 硬式対応人工芝野球場２面 
イ 薄暮対応の照明灯１面分 
ウ 管理棟・諸室 
エ 駐車場 
オ ア～エ以外の利用計画 



（５） 主な供用施設 
ア 人工芝サッカー場２面（照明灯付） 
イ 屋根付き広場１棟 
ウ 管理棟１棟 
エ ソフトボール場２面 
オ 駐車場（約１，４００台） 

 
７ 業務内容 

業務内容については下記の項目内容を予定しているが、プロポーザルの提案内容を踏まえ

て、仕様書の内容を一部追加・修正することもある。 
（１） 前提条件の整理 

ＰＦＩ等の民間活力導入による野球場の整備に際し、関連計画及び既存資料（過年度検

討資料、アンケート結果等）を基に前提条件を整理する。 
ア 対象施設の概要整理（既存施設含む） 
イ 上位関連計画及び法令等の整理 
ウ 供用済施設の利用実態の整理 

（２） 基本仕様の検討 
基本仕様を明らかにするため、次のとおり野球場等の基本計画策定を行う。 
ア 与条件の確認及び調査 

設計作業に向けた用地条件、環境条件など諸条件について、確認・調査を行う。 
イ 整備・運営管理方針（案）の策定 
ウ 諸施設の検討及び設定 

今回整備区域に導入する諸施設の仕様等について検討し、設計条件を設定する。 
エ 基本計画図の作成 

（３） 事業手法の検討 
本事業において、採用の可能性がある官民連携事業手法を整理及び検討する。また、既

存施設の管理運営状況を踏まえて、ＰＦＩ等の民間活力導入の事業範囲を検討する。 
ア 事例整理 

長岡市ニュータウン運動公園の野球場等整備と運営管理に関して、適用候補となる

民間活力導入事業手法について、概要及び特徴を整理する。また、同種の先進事例の調

査及び整理を行う。 
イ 導入範囲の整理 
ウ 事業手法の導入パターン整理 
エ 事業方式の検討 
オ 事業形態の検討 
カ 事業期間の検討 
キ 法制度上の課題等の整理 

（４） 民間事業者の参入意向調査 
民間事業者（10社程度）を対象に、本事業に対する意見・要望、及び事業参画意向を把

握するため、市場調査を行い、その取りまとめを行う。 



（５） 概算事業費の算出 
今回整備する野球場等の設計建設事業費を算出するため、建設会社等（3社以上）に参

考見積を徴取する。また、運営管理費についても、施設運営会社等にヒアリング等を行

い、最適な概算事業費を算出する。 
なお、経済性の評価に必要な事業費を、各事業方式ごとに算出する。 

（６） 事業手法の総合評価 
民間活力導入の実現可能性を経済性、民間参画の可能性の観点から総合的に判断する。

また、ＰＦＩ導入とした場合、甲が実現可能性を適切に判断できるよう定量的及び定性

的に評価する。 
（７） 事業スケジュールの検討及び課題の整理 

本事業で想定される事業手法ごとに事業スケジュールを検討し、想定される課題を抽出

する。 
（８） 打合せ協議 

本業務を円滑に履行するため、初回、中間（３回）、最終の計５回程度の打合せを実施

する。 
 

８ 成果品 
本業務の成果品は下記を予定する。 
・報告書（Ａ４判、縦型、横書き、左綴じ、簡易製本） ３部 
・概要版（Ａ3 判） 
・基本計画図（Ａ３判）、イメージパース（Ａ３判、カラー） 
・成果品を格納した電子データ 
納入先については、受注後指示する。 

 
９ 提出資料 

（１） 乙は、契約後速やかに次に定める書類を提出し、甲の承認を得ること。 
ア 業務着手届 
イ 作業計画書 
ウ 主任技術者届 
エ その他必要な書類 

（２） 上記②の作業計画書には、業務方針、業務内容、作業工程、担当技術者等必要事項を記

載すること。 
（３） 乙は、上記（１）において承認された事項を変更しようとするときは、その都度甲の承

認を得ること。 
 
１０ 業務管理体制 

（１） 技術者の要件 
乙は、業務の円滑な進捗を図るために必要な技術者を配置すること。なお、主任技術者は、

業務の全般にわたり技術的管理を行うものとする。特に定める技術者の要件は次の通りとする。 



区分 要件 
照査技術者 
 
 
 

・技術士（建設部門）の資格を有すること。 
・平成２４年度以降に受注・完了した委託業務で、30ha 以上の運

動公園の基本構想又は基本計画の実績を有すること。 

主任技術者 ・技術士（建設部門 都市及び地方計画）の資格を有すること。 
・平成２４年度以降に受注・完了した委託業務でＰＦＩ等導入可

能性調査の実績を有すること。 
担当技術者 ・都市公園整備に関連する業務において１０年以上の経験を有

すること。 
・平成２４年度以降に受注・完了した委託業務でＰＦＩ等導入可

能性調査の実績を有する技術者を１名以上配置すること。 
 

（２） 各技術者の交代 
各技術者は、原則として変更しないこと。ただし、やむを得ず技術者を変更する場合、その理

由と新たに配置する技術者が上記に該当する資格要件を満たすことを証明する書類を甲に提出

し、承諾を受けること。 
 
１１ 資料の貸与等 

本業務の遂行に必要な資料の収集、調査等は原則として乙が行うものとするが、現在、甲が所

有し、業務に利用できる資料はこれに貸与する。 
乙が資料の貸与を受ける際には、そのリストを作成し、甲に提出する。貸与された資料は業務

完了までに、全て返却するものとする。なお、貸与した資料は本業務に関する目的以外に使用し

てはならない。 
 
１２ 検査 

成果品について、乙は甲の審査を受けなければならない。その結果、修正を指示された事項に

ついては、乙は速やかにこれを処理しなければならない。 
 

１３ その他 
（１） 本業務の実施に当たっては、指定する市の職員（監督員）との打合せを密に行い、その

指示に従うこと。 
（２） 本業務の仕様書記載事項に疑義が生じた場合、指定する市の職員（監督員）との協議の

うえ決定するものとする。 
（３） 業務に伴う必要な経費は、乙の負担とする。 


